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　宮城県石油商業協同組合・宮城県石油商業組合（佐藤義信理事長）では、去る 3 月 25 日 ( 水 )

午後 3 時より仙台市内に於いて、理事・監事会を開催いたしました。

　審議事項と結果は次の通りです。

１．2026 年度会議予定（案）（各委員会、理事会、監査会）の説明がなされ、通常総代会は５/15（金）

　にホテルメトロポリタン仙台に於いて開催することが承認されました。

２．６/11（木）大阪市に於いて開催予定の全石連通常総会及び６/ ４（木）に郡山市に於いて開

　催予定の全石連東北支部の表彰者推薦について、本年度は推薦候補者なしで承認されました。

３．各支部総会について、決算書・予算書並びに優秀組合員・従業員表彰者を４/22 までに組合

　事務局へ報告いただく事が承認されました。

４．組合脱退 2 社が承認されました。

５．コンプライアンス委員会を 4/24（金）に開催し、4/28（火）に研修会を行うことが報告さ

　れました。

６．イラン情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置の補助金支給について、報告されました。

７．軽油引取税交付金の交付率引き上げの陳情について、報告がされました。

８．軽油引取税の旧暫定税率廃止に伴い必要となる事務手続きについて、報告がされました。

　議長は以上で閉会を宣し、全議案の審議を終了しました
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　宮城県石油商業協同組合・宮城県石油商業組合（佐藤義信理事長）では、先日開催した理事会

において、2026 年度通常総代会までの日程について決定いたしました。

　来たる５/15（金）に仙台市のホテルメトロポリタン仙台にて 2026 年度通常総代会を開催致し

ますので、各支部の総代・理事の皆様方におかれましては、ご協力を賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。

日　　程 会　　議　　名

４/１（水） ２０２６年度スタート　支部総会開催（４/１～１９まで）

４/22（水） 監査会

４/24（金） 総務委員会

４/28（火） 理事会

５/15（金） 正・副理事長会

５/15（金） ２０２６年度　通常総代会

　令和７年度（国庫債務負担分・補正予算分）補助事業について、ご連絡いたします。

　なお、申請者要件・補助対象工事・補助率等の詳細については、石油協会ＨＰ・全石連ＨＰに

掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

申請受付期間
※書類組合必着日

 令和７年度（国庫債務負担分）①・②  ３月 31 日（火）～４月 27日（月）

 令和７年度（補正予算分）③  ３月 31 日（火 ) ～５月 12日（火）

①災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業【申請窓口：全国石油協会】

　地下埋設物等の入換工事 （予算額：0.89 億円）

②過疎地等における石油製品の流通体制整備事業【申請窓口：全国石油協会】

　地下埋設物等の入換工事（予算額：0.89 億円）

③経営再建支援事業 ( 小規模事業者 ) 【申請窓口：全石連】

　小規模 SS を対象に事業継続に必要な下記３つに係る経費の一部補助（予算額：37.6 億円）

　「安全検査対応」、「業務安全対策」、「安全対策研修」 
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　令和７年度（補正予算分）「ＳＳネットワーク維持・強化支援事業」（一部抜粋）について、

ご案内致します。なお、石油協会ＨＰ掲載の「申請手引書」の「補助対象者要件」を満たして

いなければ、各補助対象工事・設備について、申請することが出来ませんので、予めご注意く

ださい。

申請受付期間：３月 31 日（火）～５月 12 日（火）※書類組合必着日

　なお、予算額を超える申請があった場合、予算の範囲内に按分して交付決定いたします。

≪補助対象工事・設備・予算額について≫

　補助率・補助上限額は、補助対象工事・設備により異なりますので、「申請手引書」を参照

ください。

補助対象工事・設備について 予算額

① 燃料貯蔵タンク等の大型化等事業

② 燃料貯蔵タンク等の修繕事業（地下タンク漏えい防止工事含む）

③ 水検知計量器整備事業（※新規）

④ 緊急配送用ローリー導入等事業

⑤ POS システム整備事業 （POS 本体・付属機器等・デジタルサイネージ含む）

⑥ 灯油タンク等スマートセンサー整備事業

⑦ 自家発電設備の更新等事業（中核 SS・住民拠点 SS の自家発電機の更新）

⑧ 自動車保守・整備関連設備導入等事業

　（１）洗車事業：高機能門型洗車機の導入補助

　（２）自動車整備・検査事業 ：申請手引書記載の「12 設備」の導入補助

　（３）板金塗装事業：申請手引書記載の「11 設備」の導入補助

⑨燃料貯蔵タンク等の撤去事業（SS 集約化に伴う撤去費用の補助）

約 117 億円

補助対象設備の申請件数（上限）

　①～⑥の設備について　※１事業者あたり：４SS まで、1SS あたり：4 設備までとなります。

　　　⑧の設備について　※１事業者あたり：最大 2 事業（２申請）までとなります。

　　　　お問い合わせ先：組合事務局（ＴＥＬ：０２２－２６５－１５０１）
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